
参議院-外交防衛委員会 2025 年 11 月 20 日 

 

○松沢成文君 日本維新の会の松沢成文です。 

 まず、両大臣、御就任おめでとうございます。 

 茂木大臣とは、恐らく衆議院初当選同期だと思いますし、また小泉大臣とは、地

元が神奈川で、神奈川には米軍基地も自衛隊基地もたくさんありますので、いろん

な議論ができると思います。私としては、自民党総裁選に何回も出ている実力派の

お二人が外交と防衛の責任者になるということで、日本の外交防衛政策、大いに進

展していくんじゃないかと期待をしながら質問をしたいと思います。 

 まず、防衛大臣。 

 私は、もうこの三年以上、代々の防衛大臣に尖閣諸島の防衛についてずっと聞き

続けています。それで、先ほど山田委員からもお話ありましたように、もう尖閣は、

もう接続区域にはほとんど毎日、中国の海警船入ってきている。年にもう四十日で

すか、以上は領海にも入ってきている。先日は領空侵犯まであったと。中国は、尖

閣は歴史的にも国際法上も中国の領土なんだと。だから、日本の海上保安庁の船が

入っていっても、ここは中国の領土だと、出ていけ、こうきているわけですね。そ

れがどんどんどんどんエスカレートしているんですよ。これでは、海上保安庁の職

員も、あるいは海上自衛隊の職員も本当に重圧で大変ですよ。これ、いい方向に解

決しなきゃいけない。これ、政治家の大きな役割ですよね。 

 さあ、そこで、大臣、尖閣諸島の久場島と大正島にある米軍の射爆撃場、これを

利用して日米合同軍事訓練をやる、これ日本の領土ですからね。それから、日本は

大戦で負けて、サンフランシスコ講和条約、そして日米安保条約で、その下にある

日米地位協定で米軍の基地を置いているわけですよ。それが尖閣にあるんですよ。 

 ところが、この基地が一九七八年以降ほとんど使われていない。まあ、休眠状況

みたいになっちゃっているんですね。私は、何で使われていないのかなと思ったと

同時に、これは最高のものを残してくれたんじゃないかと。ここを使って日米合同

軍事訓練をやれば、これはアメリカの基地があるわけですから、日本の領土しかあ

り得ません。中国が幾ら中国の領土だと言っても、何言っているんだと、今までの

国際政治の動き見てみろよと、それで終わりですよね。 

 それで、ここでしっかりと軍事訓練をやれば、これは中国に対する抑止力になり

ます。私は台湾有事に対する抑止力も担うと思っている。逆に言えば、ここを中国

に取られてしまったら、つまり、中国は偽装漁民を上陸させて、海警がそれに救助

に入って、海上保安庁では対応できない。日本が自衛隊出したら中国の海軍が出て

くるわけです。これで日本は対応できるんですか。これ上陸されたら終わりですか

らね。それを絶対させないためにも、ここで日米合同軍事訓練をやるべきだと。 

 改めて言いますが、これは日米同盟の抑止力、対処力を強化すると同時に、尖閣



諸島が日本の領土であると、米軍基地があるわけですから、これを世界に証明でき

る。一石二鳥の画期的な作戦だと考えます。私は何度も防衛省に検討すべきだと言

ってきた。歴代大臣は、検討はしますと言って三年以上逃げてきた。 

 大臣、ここを動かしませんか。いかがお考えでしょうか。 

 

○国務大臣（小泉進次郎君） 私も防衛大臣になりまして、松沢先生がこの日米合

同軍事訓練を久場島、大正島での射爆撃場を活用して行うことに物すごい、並々な

らぬ思いを持っているというふうに事務方から聞きましたので、先生が今まで何回

これに質問したかを調べてまいりました。昨年五月から七回、この点について御質

問いただいたというふうには聞いています。 

 御期待に応えられるか分かりませんが、まず明確にしておきたいことは、先ほど

中国の話にも触れておられましたが、尖閣諸島は、歴史的にも国際法上も疑いのな

い我が国固有の領土であり、現に我が国はこれを有効に支配しているということで

す。 

 その上で、久場島と大正島の射爆撃場での日米共同訓練については、様々な要素

を総合的に考慮した上で、政府全体で慎重に検討する必要があると考えています。 

 政府としては、国民の生命、財産及び我が国の領土、領海、領空を断固として守

り抜くため、冷静かつ毅然と対応していく考えであります。 

 

○松沢成文君 後段の答弁は、中谷前大臣、木原元大臣と全く同じでありました。

ずっとこの検討というのを続ける。 

 さあ、そこで、今度は両大臣に一言ずつお伺いしたいんですが、私は、この問題

を２プラス２、日米の外相、防衛相、協議体がありますよね、ここで取り上げるべ

きだと思っているんです。なぜかといいますと、これは日米地位協定で、あそこに

米軍基地があるということは決まっているんですね。それで、もう半世紀近く使っ

ていないわけですから、もし使わないのであれば日本で使わせてくれということは

日米地位協定上言えるんです。あるいは、アメリカが使わないのであれば日本に返

してほしいと、日本が使いますということもこれ言えるんです、協定上で。ですか

ら、この日米地位協定上、交渉できるんですね。そして、防衛大臣としては、当然、

日米の防衛政策としてあそこでしっかりと日米合同訓練やりましょうと。 

 私、具体的にどういう訓練ができるかというと、例えば航空自衛隊と米空軍によ

る空対地射撃訓練、そのための場所ですから、これは絶対できます。それから、海

上自衛隊と米海軍による対艦防衛演習、これも可能性あると思います。更に言えば、

陸上自衛隊の水陸機動団とアメリカの海兵隊による離島奪還訓練、これも可能性あ

るんですね。具体的にこういうことが一緒にできるじゃないかと、そうすれば中国

に対する物すごい抑止力、対処力になるんじゃないかと。 



 防衛大臣としては、それをヘグセス戦争長官にも提案してほしいんです。外務大

臣としては、日米地位協定上、米軍はどうしてもやらないというのであれば、返し

てくれ、あるいは一緒にやろうと。これを前に進めたら、私は、物すごい抑止力に

なって、中国も簡単に、あの周りに毎日のように船を出して、自分の領土だ、日本

は出ていけと言えなくなると思いますよ。やはり、アメリカの力をいい意味で利用

しなきゃ駄目ですよ。 

 それで、ルビオ長官も、あるいはヘグセス長官も、これまでのオバマ政権やバイ

デン政権の長官たちと違ってかなり中国に対してはきちっと対処していこうと。だ

からこそ、日米安保を強化しなきゃいけないって、お二人も会談でそう言って握手

するわけでしょう。 

 この政権交代時、チャンスですよ。次の２プラス２でこの問題を是非とも取り上

げていただきたい。それについて見解をいただきたいと思います。両大臣にいただ

きたい。 

 

○国務大臣（茂木敏充君） 次回の日米の２プラス２、外務・防衛大臣会合、日程

等も決まっておりませんが、開催することになりましたら、是非幅広いテーマにつ

いて議論をしたいと思っております。 

 松沢委員の御提案、累次にわたって強い思いを持ってこの問題について指摘をさ

れているということは十分承知をしておりますが、その上で、じゃ、２プラス２で

何を扱うかということは、実際に日程が決まるタイミング若しくはその前後で決め

ていくということになるんだと思います。 

 

○国務大臣（小泉進次郎君） まず、大きな方向性として、日米の結束が揺るぎな

いものとして見せる必要があるという思いは松沢先生と全く同感です。そして、二

つ目に、日米で合同で軍事訓練などを練度を高めて重ねていくことの必要性、これ

についても全く同感であります。 

 一方で、先生が昨年五月から七度御指摘をいただいているこの尖閣の射爆撃場に

おける日米合同軍事訓練の実施、これについては、様々な要素を総合的に考慮した

上で政府全体で慎重に検討していくことが必要であると考えています。 

 全体として、抑止力、対処力の強化、そして日米の相互の合同訓練などを通じた

練度や相互運用性の向上、こういったものは重要だというのは全く同感であります。 

 

○松沢成文君 大臣、今慎重に検討していくとおっしゃいましたけれども、そうで

あれば、私は、大臣、現場を見るべきだと思うんですね。 

 やはりこれ、尖閣諸島というのは、今残念ながら中国とこの領土問題で言い合い

になってしまっているわけです。日本の領土ですよ。でも、中国はそれに違うとい



って船を出してきているわけですね。やっぱりこれ、前線を視察しないと、最高リ

ーダーは。ウクライナのゼレンスキー大統領だって戦場まで行って視察しているん

ですよ。そこで状況を把握して、そして戦場の兵士たちを激励して、それで帰って

くるんですよ。それが政治家の役割ですよね。中谷大臣にも何度も言いました。中

谷大臣、最後、私に、いやいや、松沢さん、与那国までは行きましたよと、ここで

終わっちゃっているんですよね。もうがっくりしましたよ。与那国まで行ったら何

で尖閣見てこないんだと。 

 これは海上からでもいい、空からでもいい、その状況を見て、射爆撃場も見て、

ここで本当にできるのか、これを現場を見てしっかりと把握して検討する、これが

政治家のトップリーダーの役割だと思いますけれども、小泉大臣、是非とも、お米

担当で農水大臣やっていたときはコメジロウという名前付きますね、あだ名が、今

度はシマジロウになってくださいよ。日本の離島で危ないところたくさんあるんで

す。そういうところに今まで大臣来なかったけど、本当に来たと、行動力すごいと、

シマジロウというあだ名が付くぐらいにこの尖閣の現場の視察、是非とも大臣にお

願いしたいんですが、行く勇気と意思はありますでしょうか。 

 

○国務大臣（小泉進次郎君） もう少しほかの選択肢のニックネームも考えていた

だければというふうにも思いますけれども。 

 私が松沢先生と全く同じ思いなところは、やはり現場を見る重要性、現場主義と

いうのは私も一貫して持っております。ですので、防衛大臣として、日々現場で二

十四時間三百六十五日体制で我が国の主権と独立、領土、領海、領空を守り続ける

自衛隊員、そして自衛隊員と協力をして連携をして現場で守っていただいている海

保、こういった皆さんの現場を見るという重要性は、私自身もしかるべきタイミン

グで行うべきだろうというふうには思っていますが、尖閣諸島の視察については現

時点で具体的な予定はありませんが、政府の立場に基づいて適切に判断してまいり

ます。 

 

○松沢成文君 私は担当の大臣が一刻も早く行くべきだと思いますが、もう何代の

大臣に言ってもなかなか実行していただけません。 

 そこで、委員長、この外交防衛委員会で、国政調査権が我々あるわけですから、

やっぱりこの問題になっている現場をしっかり見るということで視察を是非とも計

画していただきたいと思いますので、御協議願いたいと思います。 

 

○委員長（里見隆治君） ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議

をいたします。 

 



○松沢成文君 次に、これ南西諸島では、与那国、石垣、宮古、そして奄美大島な

どの前線に加えて、今度太平洋の方に行きますと、硫黄島、南鳥島といったこの太

平洋側の要衝にも自衛隊の基地、駐屯基地が設置されております。 

 最近非常に気になるのが、中国の空母二そうが第二列島線の方、つまり、小笠原、

硫黄島、さらには南鳥島の方にずうっと入ってきている。まあ何をしに入ってきて

いるか分かりませんが、これ十分な警戒監視が必要だと思うんですね。 

 南西諸島だけでなく、この太平洋の日本の島、ここには自衛隊もあるわけです。

これをどうやってこの太平洋の島嶼防衛を強化していくのか、今後の体制の整備を

どう考えているのか、防衛大臣にお聞きしたいと思います。 

 

○国務大臣（小泉進次郎君） 松沢委員が御指摘のとおり、中国は太平洋における

活動も活発化させております。 

 本年六月、初めて硫黄島より東側の海域での中国空母一隻の活動や空母二隻の太

平洋側での活動を確認し、公表しました。また、今月には三隻目の中国空母福建が

就役していまして、中国は遠方の海空域における作戦遂行能力を着実に向上させて

います。こうした周辺国などの動向も踏まえれば、太平洋防衛の強化は喫緊の課題

であることはそのとおりであります。 

 現行の、今、防衛力整備計画におきましても、太平洋側の広大な空域を含む我が

国周辺空域における防空体制を強化するために、太平洋側の島嶼部等への移動式警

戒管制レーダー等の整備を推進することとしていますが、更なる施策の必要性につ

いて不断に検討を行ってまいります。 

 

○松沢成文君 もう一点お聞きしたいのが、下地島の空港の官民共同使用について

です。 

 この南西諸島周辺の警戒監視体制が急速に重要性を増す中、那覇空港の過密化に

より、航空自衛隊のスクランブル発進に制約が生じかねない現状を看過することが

できません。現在、緊急発進、スクランブルは年間およそ七百回を超える水準で推

移しておりまして、民間機との滑走路共用によってこの即応性にも影響が出ている。

特に尖閣地域は沖縄本島から遠いですからね、もう距離的な問題もあります。 

 これに対して、滑走路延長、滑走路が三千メートルを有しておりまして、騒音問

題の懸念もない下地島空港は防空任務の補完拠点として極めて合理的であるとの指

摘があります。 

 まず、下地島空港を官民共同使用とし、航空自衛隊の常時運用能力を確保するこ

とについて大臣はどのようにお考えか。 

 そして、下地島空港に関しては、沖縄返還前の一九七一年に、実はもう半世紀以

上前ですね、琉球政府の主席と当時の日本国の運輸大臣が合意したいわゆる屋良覚



書で自衛隊の使用を排除しているんですね、こういう古いものがあって。改めて政

府として、この屋良覚書を見直して、そして航空自衛隊も使用できるよう沖縄県と

交渉すべきであると考えますが、防衛大臣はいかがお考えでしょうか。 

 

○国務大臣（小泉進次郎君） 下地島空港につきましては、昭和四十六年の今御指

摘のありました屋良覚書等の中で、同空港は設置者たる沖縄県が利用についての調

整の権限を有している旨が確認をされているものと承知をしています。 

 自衛隊機による下地島空港の利用については、防災訓練や自衛隊機の墜落事故に

よる救難活動における利用実績がありますが、御指摘の防空任務、これでの利用を

含め個々の利用に当たっては、地元住民の意向や下地島空港をめぐる経緯といった

地域の個別事情を十分に踏まえる必要があると考えています。 

 ただ、南西地域の防衛体制の強化は極めて重要であると認識をしています。今後

とも様々な方策を検討してまいりたいと考えております。 

 

○松沢成文君 最後に、お願いでありますけれども、今日、私は離島の防衛のこと

を取り上げました。尖閣に始まって、南西諸島、それから太平洋上の南鳥島あるい

は硫黄島ですね、そして最後に下地島の空港の問題も取り上げました。 

 日本には六千八百ぐらいの離島があるらしいですけれども、そのうちの十三か所

ですか、自衛隊が駐屯して様々な任務を行っております。その中でも一番厳しい状

況なのが尖閣だと思います。 

 私は、大臣に是非とも、先ほどシマジロウなんて失礼なことを言いましたが、で

も、しまじろうというのは国民的アイドルなんですよ。これ、幼児教育の教材で有

名になって、みんな知っていますよね。だから、小泉大臣も国民的アイドルですか

ら、あのときのしまじろうは、虎のしまから取ったしまじろう。しかし、今回は、

防衛大臣として島の防衛に徹底して力を入れて、現場を見て、そして守り抜く、こ

ういう目的を持ったシマジロウになっていただきたい。そのことをお願いをいたし

まして、質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

 


